
   被扶養者資格確認調査 調査票 兼 現況届（例）

←必要な証明書類をホチキスにて止めて提出してください。

続柄

本人

妻

添付☑

雑所得額 円

事業所得額 円

営業等所得額 円

農業所得額 円

不動産所得額 円

給与収入
円

円

円

妻の母の介護のため

　＊送金基準・証明書見本等 裏面参照

1/2
裏面＊証明書見本等 ご参照下さい

1,100,000

 (*１)給与･年金以外の収入(営業収入等)は
　　 令和4年度所得･非課税証明書に記載されている
　　 所得金額の合計を記載しています。

　

送金証明書
＊証明書貼付台紙に貼付 □ □ (*１)に金額の記載の有る方は、確定申告した総収入から日野健保が

認めている経費を引いた金額が送金額の基準となります

入居証明書(原本) □ □
年金収入 0

□ ④ その他 送金額申告書
(健保指定書式：同封)

□ □
給与･年金以外の収

入(*1)

別居の場合は家計が同一とは言えないため

定期的に仕送りをし、被保険者が被扶養者の
生活費を主に負担していることを確認します

別
居

(

別
世
帯

)

理
由

□ ① 被保険者の業務命令の転勤による 転勤証明書(原本) □ □

□ ② 高校進学のため 在学証明書(原本) □

4□

　別居（別世帯）で
　　　あることがわかりました

▽  別居(別世帯)の理由に☑を記入 ④を選択の場合、理由も記入

　　　　　（①～③の場合、以下証明書添付により送金額申告書及び送金証明書免除

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出できない場合は、送金額申告書と送金証明書を提出）

□
↓(参考)送金額の基準となる被扶養者の収入

50,000
□ ③ 養護施設入居 

120,000

0

980,000

0

0
 ＊令和4年度所得･非課税証明書に記載されている所得金額

□＊収入の有無を問わず必ず提出

＊令和3年1月～12月の収入の
　内訳が記載されているもの

3□

　収入に給与・年金以外の
　　　　　収入がありました
　確定申告した総収入から日野健保が認めている経費を

　　引いた金額が認定基準となる為、総収入と経費内容を
　　確認します

令和3年分

確定申告書(第１表第２表)

及び

収支内訳書(青色申告決算書)

　　　　　　　　　　　　　　　＊証明書見本等 裏面参照

□ □     　　 ↓(参考)被扶養者の収入

□ □＊続柄記載のもの

＊別居の場合は、両者の住民票

2□ 収入の確認ができませんでした
令和4年度

 課税・非課税証明書

＊被扶養者(調査対象者)のもの

□

↓ 事前調査結果
*該当した結果に☑が入っています

事前調査結果で☑のついた箇所の
必要な証明書類を準備し本紙に添付して提出 健保

使用欄

必要な証明書類

1□ 世帯の確認ができませんでした 住民票
＊世帯全員 記載のもの

被
扶
養
者

(

調
査
対
象
者

)

健保　花子 1900429 20120401

 □ 同上

〒191-0000　200-0000
　　　東京都羽村市〇〇町1-2-3
東京都日野市〇〇町1-1-1

 □ 同上　□同左

現在の職業 □ 無職　□ 給与収入者(ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ･派遣社員)　□ 個人事業主　□ 請負　□ その他（　　　　　　　　　　　）

被
保
険
者

健保　太郎 19900401 20120401

〒191-0000

東京都日野市〇〇町1-1-1

 □ 同左

＊提出された書類を確認した結果、追加書類を

被保険者証　記号・番号 　 お願いする場合があります

氏名 生年月日 認定年月日 現住所 住民票住所

1211 1234

被扶養者資格確認調査　調査票

＜留意事項＞

＊被扶養者1名につき1枚あります

＊証明書に関する見本･注意等はHPをご参照ください ⇒

＊印字内容に訂正がある場合は、赤字で訂正してください

＊記入漏れの無いようにご確認下さい

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

印字されている被保険者及び被扶養者の、氏名・生年月日・

続柄・認定年月日に誤りがないか確認

訂正がある場合は、赤字で訂正

記入例（表）

被保険者及び被扶養者の現住所と住民票住所を記入

すでに印字されている場合は内容を確認し、変更が

ある場合は赤字で訂正

令和5年度所得・非課税証明書に記載されている所得

金額の元になっている確定申告書及び収支内訳書を添付

被扶養者と別居している場合は理由を記入し、

必要書類の準備

送金額について

例の場合：給与・年金以外の収入1,100,000円は所得金額のため、

確定申告書の総収入から日野健保が認めている経費を引いた金額に

置き換えて給与収入50,000円と合算した金額以上の送金が必要

令和4年分

令和5年度


